
小林市教職員の働き方改革プラン

～ 「量を減らして質を高める改革」 への挑戦～

小林市教育委員会

小林市教職員の働き方改革実行会議



Ⅰ   プラン策定の目的 

１ 背景  
 学校を取り巻く環境が、複雑化、多様化する現在、社会に開かれた教育課程の実現等を目指す新学習指導
要領への対応等、学校教育の一層の改善・充実が求められ、教職員が担う業務は質・量ともに増加していま
す。 
 このような中、 平成28年度に文部科学省が実施した教員勤務実態調査では、教職員の長時間労働が看過
できない深刻な状況であることが改めて明らかになりました。 
 そこで、文部科学省では、平成29年６月、新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構
築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について、中央教育審議会に諮問し、同年12月に
「学校における働き方改革に関する緊急対策」をまとめ、各自治体に通知しました。 
 さらに平成31年１月、中央教育審議会において「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体
制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について（答申）」が取りまとめられ、同
年3月、改めて各自治体に「学校における働き方改革に関する取組の徹底について」の通知が出されました。 
 これらを受け、各地方公共団体、各教育委員会及び各学校の校長においては、その推進に向けて取り組み
が進められているところです。 
 小林市教育委員会では、従来から非常勤講師や特別支援教育支援員配置などの人的支援をはじめ、全普通
教室への電子黒板・実物投影機の導入、先進的な学校事務の共同実施の取り組み推進や校務支援システムの
導入など、 各学校と連携を図る中で、教育の充実と教育環境の整備に取り組んできました。 
 平成30年度には、様々な国の動きを踏まえ、新たに学校閉庁日や部活動休養日等のルール化を図り、 教
職員の事務を補助するサポートスタッフや部活動の顧問ができる部活動指導員を配置するなど教職員の負担
軽減に努めるとともに、働き方改革の実行に不可欠である保護者・地域の理解を深めてもらうため、 広報
こばやしへの連載やチラシ配布による啓発活動を行いました。さらに、効果的な働き方改革を推進するため、
学校、保護者、地域、大学、市教育委員会などからなる「小林市教職員の働き方改革実行会議」を設置し、
平成31年４月に１年間の協議内容を反映させた「小林市教職員の働き方改革  中間プラン」を策定・公表し
ました。その後、実行会議において１年間の協議を続け、このたび「小林市教職員の働き方改革プラン」を
策定し、地域、保護者、関係機関と連携を深めながら、学校現場と市教育委員会が一体となって教職員の働
き方改革に取り組んでいくものです。 
 
 

２ 策定の趣旨

 文部科学省が通知した「学校における働き方改革に関する取組の徹底について」では、学校における働き
方改革の目的を、「現在の教師の厳しい勤務実態を踏まえ、教師のこれまでの働き方を見直し、教師が我が
国の学校教育の蓄積と向かい合って自らの授業を磨くとともに日々の生活の質や教職人生を豊かにすること
で、自らの人間性や創造性を高め、子どもたちに対して効果的な教育活動を行うことができるようになるこ
と」としています。
 また、 取り組みの考え方として、勤務時間管理の徹底と勤務時間の在り方に関する意識改革、学校及び
教師が担う業務の明確化・適正化、学校の組織体制の在り方の見直しなどの視点が示されています。
 そこで、小林市教育委員会では、これらのことを踏まえ、「小林市教職員の働き方改革実行会議」での協
議内容や意見を整理し、教職員の働き方に関する改革を効果的かつ継続的に進め、教職員を取り巻く環境の
更なる改善と、教育の質向上の両立を達成すべく、本プランを策定しました。
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Ⅱ  教職員の働き方の実態
１ 勤務時間について  

 文部科学省が公表した「教員勤務実態調査（平成28年度）の集計（速報値）」等では、10年前の調査と
比べ、平日・土日ともに、小中学校のいずれの職種でも勤務時間が増加しました。特に小学校約34％、中
学校約58％の教員が週当たり60時間以上（月80時間以上の時間外勤務相当）の勤務という実態が明らかに
なりました。
 小林市における小中学校の勤務時間数は、平成30年10月の調査によると、概ね全国の実態よりも少ない
状況にありますが、約半数の教職員が、文部科学省が定めるガイドラインの基準※１を超えており、中学校
においては10人に1人が「過労死ライン」※2を超える勤務状況です。
 

○ 本市教職員の長時間勤務の状況  （平成29年・30年10月市の調査 ※持ち帰り業務を除く）

項目 調査年 小学校 中学校 平均

時間外勤務の平均時間 
H29 41時間44分 59時間54分 49時間25分 

H30 40時間51分 51時間27分 45時間18分 

時間外勤務が45時間を超過している教職員
※１ 

H29 40％ 66％ 51％ 

H30 38％ 60％ 48％

時間外勤務が80時間超過している教職員
※２ 

H29 4％ 24％ 13％

H30 2％ 11％ 6％

※１ 「勤務時間ガイドライン」(文部科学省 平成３０年１２月）において、「月当たり45時間」及び「年間合計360時間」
   が、教職員の時間外勤務の上限の目安として示されました。
※２ 厚生労働省の過労による労災補償認定におけ労働時間の評価目安の一つ。発症前１か月間概ね100時間を超える時間
   外労働、発症前２～６か月平均で月80時間を超える時間外認定が認められる場合、業務と発症との関連性が強いと評
   価され、「過労死ライン」とも言われています。 

２ 複雑化・多様化する学校現場  
 学校に求められる機能・役割は、時代や社会の移り変わりとともに、変化・拡大を続けてきました。教育
課程や学習評価の変更だけでなく、ここ数年だけでも、いじめ防止対策、アレルギー対策、学校安全対策へ
の対応として、個別の計画策定や校内委員会の設置等が各学校に求められるようになるなど、学校現場の業
務が増える要因は様々ありました。
 また、新しい学習指導要領が告示され、令和２年度から小学校、３年度から中学校で全面実施され、教育
課程が大きく変わっていきます。今回の改定は、今後大きく変容していく予測困難な時代で、一人一人が未
来を切り開いていくために必要な「資質・能力」の育成を目指し、「カリキュラム・マネジメント」の充実、
「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善、「社会に開かれた教育課程」の実現（※）が求め
られています。これにより教職員自身が、実社会に触れながら幅広い経験・研鑽を積み、学び続けることが
必要です。
 さらに、各教科においても外国語教育の充実やプログラミング教育の実施も含めた情報活用能力の育成と
いった新たな教育内容に対する指導の充実を図る必要があります。このことから、教育の授業準備・教材研
究等に必要な専門性がさらに高まっており、準備に必要な時間も増加しています。 

※「社会に開かれた教育課程」の実現とは、よりよい学校教育を通してよりよい社会を創るという理念を学校と
 社会とが共有し、それぞれの学校において、必要な学習内容をどのように学び、どのような資質・能力を身に
 付けられるようにするのかを教育課程において明確にしながら、社会との連携及び協働によりその実現を図っ
 ていくこと（新学習指導要領の「前文」より）
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7：00     8：00          12：00              17：00       19：00

３ 教職員の１日の流れ 
 下の表は、教職員の１日のスケジュールのイメージ図です。小林市の教職員の勤務時間は、概ね８時00
分から16時30分ですが、勤務時間内は、授業や給食指導、児童生徒指導などに従事しており、勤務時間開
始前にも、実際には、授業準備や登校の見守り指導等の対応があり、勤務時間終了後も、部活動や会議・打
合せ、授業準備、校務などが入っており、正規の勤務時間（７時間４５分）に収まりきらない状況がありま
す。
 特に中学校では、授業終了後から部活動指導を行う教職員については、部活動終了後から校務、授業準備
や教材研究を行う場合が多くなり、さらに長時間勤務となっています。 
 

教職員の１日のスケジュールイメージ
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４ 学校・教師の不明確な業務範囲 
 質の高い授業や個に応じた学習指導を実現するためには、これまで学校や教師が担ってきた多様な業務を
精査・仕分けをした上で、学校・市・関係団体・地域等で役割分担をしていく必要があります。文部科学省
は、中央教育審議会の「中間まとめ（平成29年12月）」を受けて、学校・教師が担う授業以外の代表的な
業務を以下のとおり整理しています。 

【参考】これまで学校・教師が担ってきた代表的な業務の在り方に関する考え方（「中央教育審議会答申」より抜粋） 

基本的には学校以外
が担うべき業務

①登下校に関する対応
②放課後から夜間などにおける見回り、
 児童生徒が補導された時の対応
③学校徴収金の徴収・管理
④地域ボランティアとの連絡調整

学校の業務だが、
必ずしも教師が担う

必要のない業務

⑤調査・統計等への回答等（事務職員等）
⑥児童生徒の休み時間における対応（輪番、
 地域ボランティア等）
⑦校内清掃（輪番、地域ボランティア等）
⑧部活動（部活動指導員等）

教師の業務だが、
負担軽減が可能な

業務

⑨給食時の対応（学級担任と栄養教諭等との連携等）
⑩授業準備（補助的業務へのサポートスタッフの参画等）
⑪学習評価や成績処理（補助的業務へのサポートスタッフの参画等）
⑫学校行事の準備・運営（事務職員等との連携、一部外部委託等）
⑬進路指導（事務職員や外部人材との連携・協力等）
⑭支援が必要な児童生徒・家庭への対応（専門スタッフとの連携・協力等）

その業務の内容に応じて、地方
公共団体や教育委員会、保護者、
地域学校協働活動推進員や地域
ボランティア等が担うべき。

部活動の設置・運営は法令上の
義務ではないが、ほとんどの中
学・高校で設置。多くの教師が
顧問を担わざるを得ない実態。

※

※
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Ⅲ  プランの目標
１ 取り組み姿勢

○長時間労働を改善しながら、教育の質の向上を目指す。

教職員のワーク・ライフバランスのとれた生活を実現し、
心身ともに健康な状態で教育活動に専念できる環境を確保することで、

学校教育の充実、質の向上につなげます。 

「量を減らして質を高める改革」への挑戦！

２ 計画期間 
 令和２年 （2020年） 度から令和６年（2024年）度の５か年を本プランの実施期間とし、以下の目標指
数の達成を目指します。

３ 目標指標 
目標指標 令和４年 令和６年 参考（平成30年度） 

（１）－1 時間外勤務が月45時間を超える教職員の割合※1 24％以下 0%
48％ 

※10月平均 

（１）－2 時間外勤務が月80時間を超える教職員の割合※2 0％ 0% 
6％ 

※10月平均 

（２） 年休取得日数 全員８日以上 全員10日以上 －

（３） 学びたい度※３ 76％ 80％ 55.3％ 

※１   令和元年改正教職員給与特別措置法により定められた残業の上限（原則月45時間）を超えている教職員
※２   勤務時間が、過労死ラインを超えている教職員
※３   毎年実施されている「全国学力・学習状況調査」の調査項目の中の「学校に行くのは楽しいと思いますか」「将来の夢や目
   標を持っていますか」「地域や社会で起こっている問題や出来事に関心がありますか」「人の役に立つ人間になりたいと思
   いますか」の４項目で算出。４項目のうち、調査されなかった年については、市独自に調査を行って算出。

  目標指標の設定と達成の考え方 

○年間の時間外勤務が月平均45時間を超える教職員ゼロを目指し、長時間労働による健康障害やメンタル
 ヘルス不調を防ぎます。 
○市教育委員会と各学校が勤務実態を把握し、「勤務時間」を意識した働き方を進めます。

（１） 時間外勤務の縮減へ  

○計画的な年休取得を促すことで、ワーク・ライフバランスのとれた生活を推進します。また、休業日等
 の振替や夏季休暇、年休等が取得しやすい環境を整えます。
○業務の平準化の観点から、平均ではなく、全員が年休10日以上の取得を目指します。

（２） 全員年休10日以上の取得を 

○教職員が教育活動に専念できる環境を確保することで、学校教育の充実、質の向上につなげ、「学びた
 い度」の目標達成を目指します。

（３） 質も高める働き方改革へ
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Ⅳ  戦略と具体的取り組み
 市教育委員会と学校が両輪となり、 ３つの戦略とそれを具現化する具体的な取り組みを定め、各工程表
に基づき、 働き方改革を着実に推進していきます。 

１ 体系

戦略１   学校の業務改善

（１） 登下校に関する対応

（２） 学校納入金の納入・管理

（３） 部活動

（４） 授業準備、 学習評価、 成績処理

（５） 支援が必要な児童・生徒への対応

（６） その他

学校及び教職員が担う業務の明確化・適正化を行うとともに、地域や社会との連携
を充実・強化します。 

団体・地域等と連携した見守り体制の構築、登校時間の見直し検討等

学校納入金の納入一本化、口座引き落とし等による効率化及び適正化、保護者負
担経費会計システムの導入促進、納入・管理を教員以外（事務職員等）が担う体
制の検討、給食費の公会計化研究・検討等

休養日、活動時間、休養期間等の設定、部活動指導員の効果検証と充実検討等

サポートスタッフの効果検証と充実検討、ICT環境の充実、校務支援システム導入
検討、ICT支援員の配置検討等

スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラー等専門スタッフの充実、活
用推進等

共同学校事務室の導入及びSSCとの連携による事務機能強化、勤務時間外の留守
番電話・音声対応の検討、学校支援ボランティアの充実、市教委から学校への調
査依頼や事務の精選・簡略化、市教委主催の研修等の見直し、家庭教育学級・PTA
等業務の在り方の研究、学校独自の取り組みの推進等
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戦略２ 勤務時間の管理及び適正化

（１）学校閉庁日の設定

勤務時間管理を徹底し、文部科学省の示す上限ガイドライン（月45時間、年360時
間等）の実効性を高めます。 

リフレッシュウィークによる教職員の連続休暇取得促進、学校閉庁日の設定、リ
フレッシュデイの徹底等

（２）部活動休養日の設定と実施

休養日、活動時間、オフシーズンの設定と徹底、「家庭の日」の部活動休養の徹
底等

（３）勤務状況調査

勤務時間を客観的に把握し集計するシステムの構築等

戦略３ 教職員の働き方に関する意識改革

（１）学校閉庁日の設定

管理職のマネジメント能力や、教職員の勤務時間を意識した働き方の浸透のため、
研修の充実を図ります。また、保護者や地域住民に対する広報活動を強化し、理解
促進・連携強化を図ります。

管理職のマネジメント能力向上・実践的な取り組みの推進、学校毎の取り組み
（ワン・アクション運動）、教師一人一人の取り組み（ワン・トライ）運動の推
進、計画的な休暇等の取得促進等

（２）部活動休養日の設定と実施

広報こばやし、広報チラシ等の発行等
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戦略１   学校の業務改善

２  具体的取り組み

 学校及び教職員が担う業務の明確化・適正化を行うとともに、地域や社会との連携を充実・強化します。

（１） 登下校に関する対応

（１）団体・地域等と連携した見守り体制の構築

○見守り活動の協定（市教育委員会・関係団体・学校）

市教育委員会が複数の団体と、登下校の見守り体制の充実を図る包括協定を締結します。

【工程】締結に向けた検討

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

協議・締結 実施・評価・改善

 実践アイデア事例 

地域住民と児童が一緒に登校

 細野小学校では、地域住民と児童が一緒に登校する「ふ
れあい登校」を実施しています。令和元年度から始まった
試みで、月に１回ペースで実施。登校時の安全管理のほか、
参加者には歩くことによる健康維持や、子どもたちとのふ
れあいを通して、生きがいづくりにつなげてもらう取り組
みです。さらに「登下校に関する対応」の一部を地域の
方々が担うことで、教職員の負担軽減にもなっています。
 昨今、登下校中の事件事故が頻発しており、子どもの登
下校中の安全確保の在り方が見直されています。また、市
が推進する「健幸のまちづくり（※）」の観点からも、細
野小学校の「ふれあい登校」はモデル的取り組みと言えま
す。
※「健幸のまちづくり」…市民の誰もが生きがいを持ち、
幸せに生活できるまちを目指して、市民、地域、学校、団
体、企業などが協働で進める取り組みです。

地域の人と一緒に登校する児童

「登校時間の見直し」で、早朝の時間外勤務削減

 平成２８年度教員勤務実態調査において、小中学校の教師は正規の勤務開始時刻よりも平均で４５
分程度早く出勤していることが分かりました。これを１年間で合計すると約１５０時間にも上るため、
文部科学省も登校時間の見直しを求めています。細野小学校では、児童玄関の開錠時間を7時30分、
児童の登校時間を7時30分～7時50分と児童や保護者に改めて周知することにより、早朝の時間外勤務
の削減、朝の時間のゆとりの確保に努めています。

 実践アイデア事例 
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（２）登校時間の見直し検討

○登校時間の見直し（市教育委員会・保護者・学校）

 市教育委員会と学校が連携し、保護者や地域の理解・協力を得て、登校時間を設定する等、朝早
い時間の登校の抑制に努めます。

【工程】登校時間見直しに向けた検討

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

協議検討・順次実施・評価・改善

（２）学校納入金の納入・管理

（１）学校納入金取扱事務の適正化及び効率化

○学校納入金の一本化・口座振替（学校・保護者）

 学校納入金の集金・管理を事務室等で一括管理する体制を検討するとともに、保護者と共に口座
振替による集金について協議・検討します。

【工程】一本化・口座振替・システム導入

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

協議検討・順次実施・評価・改善

○専用システムの導入（市教育委員会）

 学校納入金を一括して管理できる有料サービス「保護者負担経費会計システム」を、一本化及び
口座振替の準備が整った各学校に順次整備します（予算措置）。

 実践アイデア事例 

学校納入金を口座振替で一括管理へ

 市内の12校では、給食費、教材費、校外活動
費、PTA会費などの各会計を合算して、口座振
替で集金しています。あわせて専用の会計シス
テムを導入して、納入金の適正管理を進めてい
ます。教室では、現金を扱うことがなくなり、
学級担任の負担軽減を図ることができ、事務室
でも台帳や集金袋などの準備や、金融機関への
現金運搬の作業などが削減できます。保護者も
手数料はかかるものの、現金を子どもに持たせ
るリスクがなくなり、年間の支払い予定も分か
るので、計画的な支出ができます。

学校にとって・・・
・現金取扱のリスクがなくなり、教員の事務負担、精神
 的負担の軽減になっている。
・督促・再振替をシステム化することで、効率化され、
 未納が減った。
・時間外での現金受取対応が少なくなる。

保護者にとって・・・
・窓口も事務室に一本化され問い合わせしやすい。
・子どもに現金を持たせる必要がない。
・これまでの納入方法に使っていた労力や時間が削減さ
 れる。（ゆうちょであれば１回10円の手数料。まとめ
 払いであれば、より手数料がかからない）

 導入校の実績・メリット 
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 教材費等の集金・配布方法

 実践アイデア事例 

教材費・修学旅行費等を保護者が、業者に直接支払い

 市内の各学校では、修学旅行費
や卒業アルバム代、写真販売など、
学校を介さず、業者と保護者が直
接販売（支払）を行うケースも増
えてきました。
 保護者への支払い方法の周知や
督促なども業者が担うため、教職
員の事務的・精神的負担の軽減に
つながっています。

納品

支払

配布

集金学校 保護者業者

業者 保護者

納品

支払

学
校
集
金

・
配
布

直
接
販
売

・
支
払

（２）給食費関連事務の適正化及び効率化

○給食費の公会計化研究・検討等（市教育委員会・学校・保護者）

 給食費の集金・管理業務について、学校から市への移行を検討します。

【工程】給食費公会計化に向けた検討

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

研究

○給食関係事務の簡略化（市教育委員会）

 学校が負担感を抱えている給食関係事務について、簡略化を検討、実施します。

検討（実施・評価・改善）

（３）部活動

（１）休養日、活動時間、休養期間等の設定

○休養日、活動時間、休養期間等の設定（市教育委員会・学校・保護者）

 全中学校において、部活動休養日（週当たり２日以上）、１日の活動時間（長くとも平日2時間
程度、休業日３時間程度）を設定します。第３日曜日の「家庭の日」は原則として部活動を実施せ
ず、夏休みなどの長期休業中には、休養期間（オフシーズン）を設けます。また、各学校において
は、設定された休養日等を徹底します。

【工程】休養日等の設定

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

（全中学校で設定済）各学校での確実な実施・評価・改善
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（２）部活動指導員の配置

○部活動指導員の効果検証と充実検討（市教育委員会・学校）

 部活動指導員をモデル配置し、その効果及び活用方法について研究し、部活動指導員配置による
教員の負担軽減と専門的指導の充実を図ります。

【工程】部活動指導員配置の効果検証・拡充

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

モデル配置 評価・改善・拡充検討

（４）授業準備、学習評価、成績処理

（１）サポートスタッフの配置

○サポートスタッフの効果検証と充実検討（市教育委員会）

 サポートスタッフをモデル配置し、その効果及び活用方法について研究し、サポートスタッフ配
置による教員の負担軽減と教育の質の向上を図ります。

【工程】サポートスタッフの配置

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

モデル配置 評価・改善・拡充検討

 実践アイデア事例 

レイアウトの工夫で働きやすい職場に

 働きやすい職場環境づくりは、業務効率化を進める上でとても大切な視点であり、身近な物的環境
を改善することも働き方改革につながります。細野小学校では、職員室の書庫等の配置の見直し等レ
イアウトの改善を図り、収納・作業スペースを確保し、書庫や資料を共有できる仕組みづくりに取り
組んでいます。また、事務室内の物品を分かりやすく表示、見える化を意識した配置にすることによ
り、探す側の目線に立った環境づくりを行っています。在庫切れ防止のため、使った人が在庫チェッ
クをする札も掲示しています。

使いやすい書籍や資料       「見える化」した物品       在庫管理の相互チェック
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（２）教育のICT化に向けた環境整備

○ICT機器等の整備（市教育委員会）

 全校へのタブレット型パソコン・教育用ツールの整備、普通教室、特別教室への大型掲示装置・
実物投影機の整備、無線LAN環境の整備等をすすめる。

【工程】ICT環境・ICT支援員の整備

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

順次整備・配置検討～評価・改善

○統合型校務支援システムの導入検討（市教育委員会）

 出欠・成績・保護者等の児童生徒の情報を一元管理するとともに、通知表、指導要録、保健帳票
等の帳票作成や、グループウェア機能などを統合した校務支援システムの導入に向けた検討を行い
ます。

【工程】システム導入に向けた検討

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

研究・検討（導入・評価・改善）

○ICT支援員の配置検討（市教育委員会）

 学校に整備されたICT環境を最大限活用し、教育力の向上を図るため、ICT支援員の配置を検討
する。

 実践アイデア事例 

ペーパーレス化で労力やコストを削減

 ペーパーレス会議は、資料に手書きできなかったり、資料を並べて見づらいなどの声もありますが、
「資料準備の手間が削減できる」「差し替えが簡単」「印刷・紙代のコスト削減」「資料紛失などに
よるセキュリティリスクの低減」「検索性がアップ」などメリットも多く、働き方改革の観点からも
大きな効果があります。各学校では、既存のICT機器を活用した業効効率化の取り組みがすすんでいま
す。

東方中学校では、職員会でタブレッ
ト型パソコンを活用。会議の時間短
縮につながるため、空いた時間を他
の協議に使えるように。また、タブ
レット型パソコンを定期的に触る機
会となるため、職員のITリテラシー
の向上にもつながっています。

須木小学校では、職員室の大型ディ
スプレイに、週計画案、各職員から
の連絡、警察の取り締まり情報など
を表示。黒板への記入や印刷の手間
もなくなり、情報の即時性確保、連
絡漏れの防止につながっています。
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 実践アイデア事例 

活用していますか？校務情報共有システム

 学校ごとに「行事予定」や「来校者」、「出張情報」、
「連絡事項」等を登録して、校内で情報共有ができる
「校務情報共有システム」。各機能を活用することで、
トップページから様々な情報を確認できます。また、小
林市では「文書データベース」機能を使い、市教委から
の文書の大部分はデータ（PDFファイル等）で配信され、
各学校の文書件名簿に登録されます。
 各学校が郵送等で受領した紙文書もスキャンしてこの
システムに登録することで、公文書のほとんどがデータ
ベース化され、いつでも検索して閲覧することができま
す。ペーパーレス化により、情報の即時共有、プリント
費用の節約、文書管理の効率化が図られています。 

各情報の登録時には、ファイルを添付する機能もあり、行事予定に計画を添付したり、連絡事項に資料を添付したりする
などの運用も可能。また、学校日誌や旅行命令書の作成機能もあります。使い方は、SSC共有フォルダにあるマニュアル
を参照。

 実践アイデア事例 

パソコン共有フォルダの整理で業務効率化

 仕事の効率を上げるためには、共有フォルダをきれ
いに整理し、見やすい状態にすることが大切です。探
したいファイルがすぐに見つかれば、引継ぎやチーム
による作業がスムーズにこなせます。大切なのは適切
なルールづくりです。一見して内容が分かるフォルダ
やファイル名になっているか、フォルダ名、ファイル
名に一貫性があるか（日付の付け方等）、フォルダを
細分化しすぎていないか、階層が深すぎないか等を見
直し、業務効率化に勤めましょう。 

例えばこんな整理…

00作業用（一時保管）
01校務
02教務関係
03教育研究
04健康安全
05生徒指導
06各学年、委員会
07教育内容、活動
08校外研修

30画像カット集
31写真

40個人ファイル
41PTA

50各種資料
51その他

【ルール例】
※第１階層は固定する。階層は4層までとする
※ファイル名は、2桁数字̲作成年月日̲ファイル名

（５）支援が必要な児童・生徒への対応

（１）専門スタッフの配置

○スクールソーシャルワーカーの配置・活用（市教育委員会・学校）

 児童生徒の抱える悩みや問題の未然防止、早期発見や早期解決を図るため、市スクールソーシャ
ルワーカーを配置します。

【工程】スクールソーシャルワーカーの配置

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

（配置済み）・評価・改善
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（６）その他

（１）共同学校事務室の導入

○共同学校事務室・SSC連携による事務機能強化（共同学校事務室・SSC・市教育委員会）

 法制化された共同学校事務室を導入し、各学校における事務の平準化を図るとともに、OJT（On 
The Job Training／職場内教育）による事務職員の資質向上を図ります。また、SSCとの連携により、
学校事務機能の強化を図ります。 

【工程】共同学校事務室の導入

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

（導入済み）・評価・改善

（２）留守番電話・音声対応等の検討

○勤務時間外の留守番電話・音声対応等の検討（市教育委員会・学校・保護者・地域）

 授業準備や事務作業に集中する時間を十分に確保するため、勤務時間外における留守番電話の設
定や音声対応の導入を検討するとともに、併せて緊急対応時等の連絡体制について検討します。ま
た、導入に当たっては、各学校や地域の実情に合わせつつ、保護者や地域、関係機関等に幅広く周
知を行い、理解、協力を求めていきます。

【工程】留守番電話・音声対応等の検討・導入

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

検討 順次実施・評価・改善

（3）地域学校協働活動の推進

○学校支援ボランティアの増員・周知（市教育委員会・学校・保護者・地域）

 学校独自の学校支援ボランティアやKSSVC（こばやしスクールサポートボランティアセンター）
の充実を図るため、保護者や地域に幅広く周知を行い、理解、協力を求めるとともに、ボランティ
アを受け入れるための体制整備に努めます。

【工程】学校支援ボランティアの充実にむけた取り組み

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

（実施済み）・評価・改善
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 実践アイデア事例 

〝三方良し〟の学習支援ボランティア

 栗須小学校では、学校独自で取り組む「学習支援ボランティア」の活用がすすんでいます。１人か
ら始まったボランティアも、現在では１８人が登録されており、１日に２、３名程が学校を訪れてい
ます。一口に地域の方といっても、教職員経験者だけでなく、多様な方が参加し、授業中の声かけや、
プリントの印刷やマル付けなど学級運営の手伝いをしています。さらに、学校遊具のペンキ塗りの手
伝いなど活動内容も広がりを見せており、それぞれのボランティアが持ち味を生かした支援を行って
います。 

主な活動内容

①授業支援（例）…作業等の補助、活動・思考及び理解を促すための助言、担任の指示の確認、練習問題のマ   
         ル付け、姿勢その他学習態度に関する支援 等
②学級運営支援（例）…プリントの印刷、教具等の作成、提出物のチェック 等
③放課後支援（例）…放課後、学校に残って（少年団活動関連等）自習する児童の学習支援 等
※時間は、都合のつく日、都合のよい時間（週に１日、１時間でも）

 この取り組みにより、教職員には時間のゆとりが生まれ、子どもは個別指導でより理解が深まり、
ボランティアは児童と触れ合うことで生きがいにつながっています。

関係者の声

教員

ボランティア

児童

     ●印刷やマル付けをしてもらうことで、
休み時間に児童と話ができたり、授業準備等に時
間を使える。●授業で全体を指導しているときに、
個別で声をかけてくださるので、困っている生徒
も減っていると思う。●できたときにしっかりと
児童をほめてくれるなど、一緒に児童を見守って
くれるのでありがたい。 等

●楽しく、元気をもらっている。
●子どもと接すると若返る。等

●分からなかったところを教えてくれる。
●分かりやすくなった。 等

 随所にボランティア活用の工夫があります。

ボランティアの時間割      プリントの印刷等には優先順位やボックスへの配布方法をしっかりと表示

授業中の声かけ支援          練習問題のマル付け          学校遊具のペンキ塗り             
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（4）教育委員会からの調査・照会、申請にかかる手続き等の簡素化

○文書の簡素化・調査依頼・手続き等業務の見直し（市教育委員会）

 各学校に依頼する調査や照会等について、必要性の精査や繁忙期を考慮した調査内容、時期等
を検討するとともに、学校の負担感の強い事務の効率化についても検討を進めます。 

【工程】文書の簡素化・調査依頼・手続き等業務の見直し

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

実施・評価・改善

（５）市教育委員会主催の研修等の見直し

○研修等の見直し（市教育委員会）

 市教育委員会主催の研修等について、必要性の精査や時期・回数等を検討するとともに、学校
の負担感の強い研修等の効率化について検討を進めます。

【工程】研修等の見直し

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

実施・評価・改善

（６）家庭教育学級・PTA等業務の在り方の研究

○家庭教育学級・PTA等業務の在り方の研究（市教育委員会・学校・保護者・地域）

 家庭教育学級・PTA等の運営に関する業務・事務等の校内体制を見直すとともに、保護者・地
域・関係団体との役割分担を含め、家庭教育学級・PTA等業務の在り方について研究を進めます。

【工程】家庭教育学級・PTA等業務の在り方の研究

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

実施・評価・改善
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（７）学校独自の取り組みの推進

○管理職による具体的な取り組みの推進（学校）

 学校独自の働き方改革プランを作成し、具体的な業務の見直しや、簡略化等を行い、教職員が限
られた時間を授業準備等に当てられる様、具体的な取り組みを進めるとともに、働き方改革の取り
組みの評価・改善を行っていきます。 

【具体的な事例】

【工程】学校独自の取り組みの推進

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

実施・検討・評価・改善

 働き方改革につながる校時程の工夫、学校行事の簡素化、小学校における教科担任制の導入、学
校評価の簡素化、地域行事の参加に関する見直し、作品募集参加の見直し等。 

○学校及び教職員一人一人による具体的な取り組みの推進（学校）

 管理職のリーダーシップの元に、教職員一人一人が「勤務時間」に対する意識を持ち、業務改善
を意識しながら業務に当り、子どもと向き合える時間の創出に努めます。 

【具体的な事例】

 校務分掌の見直し、行事・会議等の精選、同僚間のサポ－ト体制構築、タイムマネジメント、教
材・データ共有、計画的な休暇・リフレッシュ等。

 実践アイデア事例 

小学校高学年における一部教科担任制

 小学校高学年の一部の教科を「教科担任制」にする取り組みが全国で広まりつつあります。
 教科担任制の導入は、指導内容の充実や授業準備の負担軽減につながるだけなく、複数の教員によ
る学年・学級経営が可能になったり、教科担任制である中学校の指導環境に慣れておくことで、中１
ギャップ対策になるなど、多くのメリットがあると考えられています。
 市内では、西小林小学校と野尻小学校が高学年における一部教科担任制を導入しています。令和元
年度の西小林小では、５年の担任が５・６年の音楽科、６年担任が５・６年の図工科を担当。野尻小
では５年の担任が５・６年の音楽科と家庭科、６年の担任が５・６年の体育科を担当しています。学
校は「高学年になると教科の専門性も増すので、各教員がそれぞれの得意分野を生かした指導ができ
るのは効果的」「５・６年合同の授業でチームティーチングで指導するなどフレキシブル（柔軟）に
対応できる」と評価しています。 

各教員が得意分野の教科を受け持つことで、指導内容の充実や授業準備の負担軽減につながる一部教科担任制。教
科の専門性が増す高学年では、特に効果的。
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戦略２ 勤務時間の管理及び適正化

 勤務時間管理を徹底し、文部科学省の示す上限ガイドライン（月45時間、年360時間等）の実効性を高め
ます。

（１）学校閉庁日の設定

（1）学校閉庁日等の設定と実施

○学校閉庁日の設定、休暇取得の促進、リフレッシュデイの徹底等（市教育委員会・学校）

 設定した学校閉庁日の効果・課題を検証します。また、夏季休業中のリフレッシュウィークに
よる教職員の連続休暇取得促進、リフレッシュデイの徹底等などを行います。

【工程】学校閉庁日の設定・徹底等

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

実施・評価・改善

（２）部活動休養日の設定と実施

（１）部活動休養日の設定と実施

○部活動休養日、活動時間等の設定と徹底（市教育委員会・学校）

 週当たり２日以上の休養日を設け（平日１日以上、休日１日以上）、１日の活動時間は長くと
も２時間程度、休業日３時間程度とします。また第３日曜日の「家庭の日」は原則として部活動
を実施せず、夏休み等の長期休業中には、ある程度の休養期間（オフシーズン）を設けます。各
学校においては、これら休養日の設定等について徹底します。

【工程】学校閉庁日の設定・徹底等

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

実施・評価・改善
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（３）勤務実態調査

（１）勤務時間の把握

○勤務時間を客観的に把握し集計するシステムの導入検討（市教育委員会・学校）

 教職員の勤務時間を意識した働き方を進めるため、勤務時間を客観的に把握し集計するシステ
ムの導入を検討します。また、教職員の勤務実態の把握を進め、本プランの効果検証や学校にお
ける業務の平準化や見直しに活かしていきます。

【工程】システム導入に向けた検討

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

検討（実施・評価・改善）

戦略３ 教職員の働き方に関する意識改革

 管理職のマネジメント能力や、教職員の勤務時間を意識した働き方の浸透のため、研修の充実を図ります。
また、保護者や地域住民に対する広報活動を強化し、理解促進・連携強化を図ります。

（１）研修の実施

（1）管理職・教職員向け研修の実施等

○管理職を対象とした各研修の実施（市教育委員会・学校）

 校長会や教頭会において、組織的に目標の実践、評価による見直しを行うマネジメント能力を
養成します。また実践的な取り組みを推進するため、各学校の働き方における、好事例について
共有を図ります。

【工程】研修の実施

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

実施・評価・改善

○教職員を対象とした各研修の実施（市教育委員会・学校）

 研修等を通じて、教職員一人一人が勤務時間を意識し、業務改善に取り組むことができるよう
タイムマネジメントやワークライフバランスへの意識向上を図り、また年間を通して、計画的な
休暇所得を促します。
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（２）啓発活動の実施（教職員・保護者・地域住民）

（１）啓発活動の実施

○広報こばやし、広報チラシ等の発行等（市教育委員会）

 学校における働き方改革を分かりやすく市民に伝えるため、プランやその内容等について広報
こばやしやチラシ、市ホームページ等を通じて、広く周知を行います。

【工程】広報こばやし、広報チラシ等の発行等

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

実施・評価・改善

 実践アイデア事例 

セルフチェック表で意識啓発と課題整理

 須木中学校では、令和元年度の２学期から、毎月の出退勤簿に加え、「教職員の働き方改革」にセ
ルフチェック表を定期的に実施し、職員への啓発を行っています。教職員自分自身と学校の取り組み
を適宜振り返り、課題を整理していくことに活用しています。

取 組 内 容 YES NO

１ 毎日の出退勤記録簿への記入で、勤務時間を記録し、把握していますか。

２ リフレッシュデイに定時に退庁できるよう声をかけ合ってますか。

３ 困っていること、悩んでいることや仕事の進捗状況などを気軽に相談し
  合える組織づくりができていますか。

４ 日程、学校行事、会議、校務分掌業務などの見直しが定期的に行われて
  いますか。

５ 部活動について休養日の設定と遵守ができていますか。

６ リフレッシュデイ以外に「ノー残業デー」を一日設定していますか。
  設定していれば記入⇒〔             〕

７ 何か「ワンアクション」を決めていますか。
  決めていれば⇒〔             〕

「教職員の働き方改革」に係るセルフチェック表  氏名〔     〕 【  】月

 実践アイデア事例 

課題に組織的に対応できる体制づくり

 学校を取り巻く環境が複雑・多様化する中、組織的に課題に対応できる機能やシステムを構築して
いくことが大切です。三松小学校では、令和元年度から新しい会議システムを導入。相談や対応の仕
組みを見える化して校内で共有し、課題の早期発見・トラブルの未然防止につなげ、教職員の精神の
安定を図っています。
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Ⅴ  プラン推進に向けて

１ PDCAサイクルによる進行管理 
 本プランの実施にあたっては、各主体がそれぞれの役割を果たす中で、連携を取り、着実に進めます。ま
た、定期的な評価、見直しによって継続的な改善を図るPDCAサイクルを活用することにより、プランの実
行性を高め、着実な推進を図ります。 

Plan（計画）

Action（改善）

Do（実行）

Check（評価）

・小林市教職員の働き方改革プランを作成（改定）する。
・各学校において個別のプランを作成（改定）し、全職員で共通理解を図る。
・市民、各団体に周知し、理解・協力を得る。

・教育委員会各課において、取り組みを進める。
・各学校において管理職のリーダシップのもと、教職員一人一人の意見を集約しながら、
 教職員一人一人が取り組みを進める。

・教職員の勤務時間や働き方の実態を把握する。
・各学校は、個別のプランの実施状況について教育委員会に報告する。
・教育委員会はプランの目標に対する取り組みを評価し、効果を検証する。

・各学校は、個別のプランを見直し、改定案を作成する。
・教育委員会は、小林市教職員の働き方改革プランを見直し、改定案を作成する。

２ 推進体制

 本プランにより、学校における働き方改革に向けた取り組みを実施するとともに、保護者、地域、関係団
体に対する理解を求めるための取り組みを行います。

（１）教育委員会の役割

 本プランに基づいた各学校のプランを作成し、働き方改革を明確にするとともに、教職員の共通認識を図
り、学校全体で具体的な取り組みを実施します。
 また、働き方改革には教職員の意識改革が必要なことから、教職員間で働き方改革について話し合う場を
設けたり、研修を実施するなどして、勤務時間や業務の適正化を意識した職場づくりに取り組みます。

（２）学校の役割

 学校教育は、学校・家庭・地域がそれぞれの役割を果たしながら、一体となって取り組むものであり、学
校や教職員が本来担うべき業務に集中できる環境整備を目指す働き方改革も同様です。市教育委員会及び学
校は、保護者、地域や関係団体に学校が抱える課題等に対する理解を求め、協働で課題解決に取り組むため
の体制づくりに努めます。

（３）保護者・地域・関係団体等の役割
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所属 職名等 役職 氏名（敬称略）

1 学識経験者 宮崎大学 准教授
湯田 拓史
※会長

2
小中学校の
保護者代表

小林市ＰＴＡ協議会
副会長 武田 昭代

3 副会長 籾木 尚子

4

きずな協働体
の代表

にっこばまちづくり協議会 会長 貴嶋 憲太郎

5 すきむらづくり協議会 副会長 片之坂 ふき子

6 輝けフロンティアのじり 副委員長 益田 喜一

7
スポーツ少年団

の代表
小林市スポーツ少年団 本部長 横山 章司

8

校長会

南小学校 校長 鵜戸 周成

9 須木中学校 校長
天辰 徳彦
※副会長

10
教頭会

三松小学校 教頭 大木場 俊弘

11 野尻中学校 教頭 田中 美津枝

12
教務主任会

小林小学校 主幹教諭 山口 弘訓

13 細野中学校 教諭 川越 研二

14
ＳＳＣ（学校事務）

小林小学校 主幹 上田 晶子

15 三松中学校 事務主査 神戸 満

16
養護教諭部会

幸ヶ丘小学校 養護教諭 松ヶ野 博子

17 野尻中学校 養護教諭 井上 由美

18 市中体連 西小林中学校 教諭 今村 英明

19 県教育委員会の職員 県教育庁教職員課 主幹 平野 博康

20

教育委員会

教育部 部長 山下 康代

21 社会教育課 課長 日髙 智子

22 スポーツ振興課 課長 深田 利広

小林市教職員の働き方改革実行会議 委員名簿

（１）平成30年度
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所属 職名等 役職 氏名（敬称略）

1 学識経験者 宮崎大学 准教授
湯田 拓史
※会長

2
小中学校の
保護者代表

小林市ＰＴＡ協議会
副会長 村橋 治美

3 副会長 榎窪 貴光

4

きずな協働体
の代表

にっこばまちづくり協議会 会長 下別府 明

5 すきむらづくり協議会 副会長 片之坂 ふき子

6 輝けフロンティアのじり 副委員長 益田 喜一

7
スポーツ少年団

の代表
小林市スポーツ少年団 本部長 横山 章司

8

校長会

南小学校 校長 鵜戸 周成

9 須木中学校 校長
天辰 徳彦
※副会長

10
教頭会

三松小学校 教頭 大木場 俊弘

11 野尻中学校 教頭 田中 美津枝

12
教務主任会

西小林小学校 教諭 野﨑 弘樹

13 永久津中学校 教諭 前田 泰博

14

ＳＳＣ（学校事務）

小林小学校 主幹 上田 晶子

15 三松中学校 事務主査 神戸 満

16
養護教諭部会

幸ヶ丘小学校 養護教諭 松ヶ野 博子

17 野尻中学校 養護教諭 井上 由美

18 市中体連 西小林中学校 教諭 今村 英明

19 県教育委員会の職員 県教育庁教職員課 主幹 大山 和彦

20

教育委員会

教育部 部長 山下 康代

21 社会教育課 課長 松田 和弘

22 スポーツ振興課 課長 税所 將晃

（２）令和元年度
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文部科学大臣メッセージ（平成31年3月18日）
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文部科学大臣メッセージ（平成31年3月18日）
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市教育委員会発行広報チラシVol.1（平成30年7月、市内各学校・全保護者に配布）
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市教育委員会発行広報チラシVol.2（平成30年9月、市内各学校・全保護者に配布）
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市教育委員会発行広報チラシVol.2（平成30年9月、市内各学校・全保護者に配布）
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市教育委員会発行広報チラシVol.3（平成30年10月、市内小中学校・全保護者に配布）
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市教育委員会発行広報チラシVol.3（平成30年10月、市内小中学校・全保護者に配布）
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市教育委員会発行広報チラシVol.4（平成31年3月、市内各学校・全保護者に配布）
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市教育委員会発行広報チラシVol.4（平成31年3月、市内各学校・全保護者に配布）

32



市教育委員会発行広報チラシVol.5（平成31年3月、市内各学校・全保護者に配布）
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市教育委員会発行広報チラシVol.5（平成31年3月、市内各学校・全保護者に配布）
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市教育委員会発行広報チラシVol.6（平成31年3月、市内各学校・全保護者に配布）
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市教育委員会発行広報チラシVol.6（平成31年3月、市内各学校・全保護者に配布）
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「広報こばやし」１ページ掲載・市内全戸配布（令和元年８月号）
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